
 

条例番号 条     例     名 所  管  名 公 布 年 月 日 

条例第２１号 
さいたま市議会委員会条例の一部を改正する

条例 
議 員 提 案 令和４年６月９日 

条例第２２号 
さいたま市区の設置等に関する条例の一部を

改正する条例 
区 政 推 進 部 令和４年７月１日 

条例第２３号 

さいたま市の議会の議員及び長の選挙におけ

る選挙運動用自動車等の公営に関する条例及

びさいたま市議会の議員又はさいたま市長の

選挙におけるビラの作成の公営に関する条例

の一部を改正する条例 

選 挙 課 令和４年７月１日 

条例第２４号 
さいたま市市民憲章審議会条例を廃止する条

例 
都市経営戦略部 令和４年７月１日 

条例第２５号 
さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例 
職 員 課 令和４年７月１日 

条例第２６号 さいたま市市税条例等の一部を改正する条例 税 制 課 令和４年７月１日 

条例第２７号 
さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部を

改正する条例 
食 品 衛 生 課 令和４年７月１日 

条例第２８号 
さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部

を改正する条例 
住 宅 政 策 課 令和４年７月１日 

条例第２９号 さいたま市ケアラー支援条例 福 祉 総 務 課 令和４年７月１日 

条例第３０号 

さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備

及び運営の基準等に関する条例及びさいたま

市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関す

る条例の一部を改正する条例 

障 害 支 援 課 令和４年７月１日 

条例第３１号 さいたま市保育所条例の一部を改正する条例 保 育 課 令和４年７月１日 

条例第３２号 
さいたま市公衆浴場法施行条例の一部を改正

する条例 
生 活 衛 生 課 令和４年７月１日 

条例第３３号 
さいたま市消防団員等公務災害補償条例の一

部を改正する条例 
消防団活躍推進室 令和４年７月１日 

 



 

さいたま市条例第２１号 

   さいたま市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 さいたま市議会委員会条例（平成１３年さいたま市条例第２８６号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
 （委員会の開催方法の特例）  （委員会の開催方法の特例） 
第１５条の２ 委員長は、新型コロナウイルス感染

症（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６

条第７項第３号に規定する新型コロナウイルス感

染症をいう。）その他重大な感染症のまん延の予

防措置の観点から又は災害等の発生等により委員

が委員会の開会場所に参集することが困難と認め

るときは、映像と音声の送受信により相手の状態

を相互に認識しながら通話をすることができる方

法（以下「オンラインによる方法」という。）で

委員会を開くことができる。ただし、第２０条第

１項の秘密会は、この限りでない。 

第１５条の２ 委員長は、新型コロナウイルス感染

症（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６

条第７項第３号に規定する新型コロナウイルス感

染症をいう。）のまん延の予防措置により委員が

委員会の開会場所に参集することが困難と認める

ときは、映像と音声の送受信により相手の状態を

相互に認識しながら通話をすることができる方法

（以下「オンラインによる方法」という。）で委

員会を開くことができる。ただし、第２０条第１

項の秘密会は、この限りでない。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 
  
 （委員長及び委員の除斥）  （委員長及び委員の除斥） 
第１８条 ［略］ 第１８条 ［略］ 
２ 前項の委員長又は委員が、第１５条の２第２項

の規定による届出をして、委員会に出席している

ときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の

規定による発言をオンラインによる方法で行うこ

とができる。 

 

  
（出席説明の要求） （出席説明の要求） 

第２１条 ［略］ 第２１条 ［略］ 
２ 前項の規定により出席を求められた者は、オン 
 ラインによる方法で出席するときは、議長を経て、

 委員会にその旨を申し出なければならない。 

 

  
 （公述人の決定）  （公述人の決定） 



 

第２５条 ［略］ 第２５条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出

席することができる。 
 

  
 （代理人又は文書による意見の陳述）  （代理人又は文書による意見の陳述） 
第２８条 ［略］ 第２８条 ［略］ 
２ 前項ただし書の規定は、オンラインによる方法

で出席する公述人には準用しない。 
 

  
 （参考人）  （参考人） 
第２９条 ［略］ 第２９条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出

席することができる。 
 

４ ［略］ ３ ［略］ 
  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

 

さいたま市条例第２２号 

さいたま市区の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

さいたま市区の設置等に関する条例（平成１４年さいたま市条例第６６号）の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名 称 区       域 

 ［略］ 

見沼区 大字大谷、大和田町１丁目及び大

和田町２丁目、卸町１丁目及び卸

町２丁目、大字加田屋新田、加田

屋１丁目及び加田屋２丁目、大字 

片柳、片柳１丁目及び片柳２丁目、

片柳東、大字上山口新田、大字小

深作、大字笹丸、大字島、島町、

島町１丁目及び島町２丁目、大字

新右ェ門新田、大字砂、砂町２丁

目、大字染谷、染谷１丁目から染

谷３丁目まで、大字中川、大字新

堤、大字西山新田、大字西山村新

田、大字 沼、春岡１丁目から春

岡３丁目まで、春野１丁目から春

野４丁目まで、大字東新井、東大

宮１丁目から東大宮７丁目まで、

大字東宮下、東宮下１丁目から東

宮下３丁目まで、大字東門前、大

字膝子、大字深作、深作１丁目か

ら深作５丁目まで、大字風渡野、

風渡野１丁目及び風渡野２丁目、 

 堀崎町、大字丸ヶ崎、丸ヶ崎町、

大字御蔵、大字南中野、大字南中

丸、大字宮ヶ谷塔、宮ヶ谷塔１丁

目から宮ヶ谷塔４丁目まで、大字

見山並びに大字山 

 ［略］ 
 

名 称 区       域 

 ［略］ 

見沼区 大字大谷、大和田町１丁目及び大

和田町２丁目、卸町１丁目及び卸

町２丁目、大字加田屋新田、加田

屋１丁目及び加田屋２丁目、大字 

片柳、片柳１丁目及び片柳２丁目、

片柳東、大字上山口新田、大字小

深作、大字笹丸、大字島、島町、

島町１丁目及び島町２丁目、大字

新右ェ門新田、大字砂、砂町２丁

目、大字染谷、染谷１丁目から染

谷３丁目まで、大字中川、大字新

堤、大字西山新田、大字西山村新

田、大字 沼、春岡１丁目から春

岡３丁目まで、春野１丁目から春

野４丁目まで、大字東新井、東大

宮１丁目から東大宮７丁目まで、

大字東宮下、東宮下１丁目から東

宮下３丁目まで、大字東門前、大

字膝子、大字深作、深作１丁目か

ら深作５丁目まで、大字風渡野、

堀崎町、大字丸ヶ崎、丸ヶ崎町、 

 大字御蔵、大字南中野、大字南中

丸、大字宮ヶ谷塔、宮ヶ谷塔１丁

目から宮ヶ谷塔４丁目まで、大字

見山並びに大字山 

 

 ［略］ 
 

  



 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

さいたま市条例第２３号 

さいたま市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車等の公営に関

する条例及びさいたま市議会の議員又はさいたま市長の選挙におけるビラの作

成の公営に関する条例の一部を改正する条例 

（さいたま市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車等の公営に関す

る条例の一部改正） 

第１条 さいたま市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車等の公営に

関する条例（平成１３年さいたま市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

さいたま市議会の議員又はさいたま市長の選 
挙における選挙運動用自動車等の公営に関す 
る条例 

 

さいたま市の議会の議員及び長の選挙におけ 
る選挙運動用自動車等の公営に関する条例 

（趣旨） 
第１条 この条例は、公職選挙法（昭和２５年法律

第１００号。以下「法」という。）第１４１条第

８項及び第１４３条第１５項の規定に基づき、さ

いたま市議会の議員（以下「議員」という。）又

はさいたま市長（以下「市長」という。）の選挙

における法第１４１条第１項の自動車（以下「選

挙運動用自動車」という。）の使用及び法第１４

３条第１項第５号のポスター（以下「選挙運動用

ポスター」という。）の作成の公営に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（趣旨） 
第１条 この条例は、公職選挙法（昭和２５年法律

第１００号。以下「法」という。）第１４１条第

８項及び第１４３条第１５項の規定に基づき、さ

いたま市の議会の議員及び長（以下「議員及び長

」という。）の選挙における法第１４１条第１項

の自動車（以下「選挙運動用自動車」という。）

の使用及び法第１４３条第１項第５号のポスター

（以下「選挙運動用ポスター」という。）の作成

の公営に関し必要な事項を定めるものとする。 

  

（選挙運動用自動車の使用の公営） 
第２条 議員又は市長の選挙における候補者（以下

「候補者」という。）は、６万４，５００円に、

その者につき法第８６条の４第１項、第２項、第

５項、第６項又は第８項の規定による候補者の届

出のあった日から当該選挙の期日の前日（法第１

００条第４項の規定により投票を行わないことと

なったときは、その事由が生じた日。以下同じ。

（選挙運動用自動車の使用の公営） 
第２条 議員及び長の選挙における候補者（以下「

候補者」という。）は、６万４，５００円に、そ

の者につき法第８６条の４第１項、第２項、第５

項、第６項又は第８項の規定による候補者の届出

のあった日から当該選挙の期日の前日（法第１０

０条第４項の規定により投票を行わないこととな

ったときは、その事由が生じた日。以下同じ。）



 

）までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙

運動用自動車を無料で使用することができる。た

だし、当該候補者に係る供託物が法第９３条第１

項（同条第２項において準用する場合を含む。）

の規定によりさいたま市（以下「市」という。）

に帰属することとならない場合に限る。 

までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運

動用自動車を無料で使用することができる。ただ

し、当該候補者に係る供託物が法第９３条第１項

（同条第２項において準用する場合を含む。）の

規定によりさいたま市（以下「市」という。）に

帰属することとならない場合に限る。 
  
（選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出） 

第３条 前条の規定の適用を受けようとする者は、

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条

第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業

を経営する者（以下「一般乗用旅客自動車運送事

業者」という。）その他の者（次条第２号に規定

する契約を締結する場合には、当該適用を受けよ

うとする者と生計を一にする親族のうち、当該契

約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。

）との間において選挙運動用自動車の使用に関し

有償契約を締結し、さいたま市選挙管理委員会（

以下「市委員会」という。）が定めるところによ

り、その旨を、議員の選挙にあっては当該区の選

挙管理委員会（以下「区委員会」という。）を経

由して市委員会に、市長の選挙にあっては市委員

会に届け出なければならない。 

（選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出） 
第３条 前条の規定の適用を受けようとする者は、

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条

第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業

を経営する者（以下「一般乗用旅客自動車運送事

業者」という。）その他の者（次条第２号に規定

する契約を締結する場合には、当該適用を受けよ

うとする者と生計を一にする親族のうち、当該契

約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。

）との間において選挙運動用自動車の使用に関し

有償契約を締結し、さいたま市選挙管理委員会（

以下「市委員会」という。）が定めるところによ

り、その旨を、議員の選挙にあっては当該区の選

挙管理委員会（以下「区委員会」という。）を経

由して市委員会に、長の選挙にあっては市委員会

に届け出なければならない。 
  

 （選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払

手続） 

 （選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払

手続） 

第４条 市は、候補者（前条の届出をした者に限る。

 ）が同条の契約に基づき当該契約の相手方である

一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者（以下

この条において「一般乗用旅客自動車運送事業者

等」という。）に支払うべき金額のうち、次の各

号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、

第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に

限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等から

の請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事

業者等に対し支払う。 

第４条 市は、候補者（前条の届出をした者に限る。

 ）が同条の契約に基づき当該契約の相手方である

一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者（以下

この条において「一般乗用旅客自動車運送事業者

等」という。）に支払うべき金額のうち、次の各

号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、

第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に

限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等から

の請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事

業者等に対し支払う。 

 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 

 ⑵ 当該契約が一般運送契約以外の契約である場

合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める

金額 

 ⑵ 当該契約が一般運送契約以外の契約である場

合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める

金額 

  ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約（

以下「自動車借入契約」という。）である場

合 当該選挙運動用自動車（同一の日におい

て自動車借入契約により２台以上の選挙運動

用自動車が使用される場合には、当該候補者

が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車

に限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自

動車として使用された各日についてその使用

に対し支払うべき金額（当該金額が１万６，

１００円を超える場合には、１万６，１００

  ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約（

以下「自動車借入契約」という。）である場

合 当該選挙運動用自動車（同一の日におい

て自動車借入契約により２台以上の選挙運動

用自動車が使用される場合には、当該候補者

が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車

に限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自

動車として使用された各日についてその使用

に対し支払うべき金額（当該金額が１万５，

８００円を超える場合には、１万５，８００



 

円）の合計金額 円）の合計金額 

  イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給

に関する契約である場合 当該契約に基づき

当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

（当該選挙運動用自動車（これに代わり使用

される他の選挙運動用自動車を含む。）が既

に前条の届出に係る契約に基づき供給を受け

た燃料の代金と合算して、７，７００円に当

該候補者につき法第８６条の４第１項、第２

項、第５項、第６項又は第８項の規定による

候補者の届出のあった日から当該選挙の期日

の前日までの日数から前号の契約が締結され

ている日数を除いた日数を乗じて得た金額に

達するまでの部分の金額であることにつき、

市委員会が定めるところにより、当該候補者

からの申請に基づき、市委員会が確認したも

のに限る。） 

  イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給

に関する契約である場合 当該契約に基づき

当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

（当該選挙運動用自動車（これに代わり使用

される他の選挙運動用自動車を含む。）が既

に前条の届出に係る契約に基づき供給を受け

た燃料の代金と合算して、７，５６０円に当

該候補者につき法第８６条の４第１項、第２

項、第５項、第６項又は第８項の規定による

候補者の届出のあった日から当該選挙の期日

の前日までの日数から前号の契約が締結され

ている日数を除いた日数を乗じて得た金額に

達するまでの部分の金額であることにつき、

市委員会が定めるところにより、当該候補者

からの申請に基づき、市委員会が確認したも

のに限る。） 

  ウ ［略］ 

 

（選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出） 

第７条 前条の規定の適用を受けようとする者は、 

ポスターの作成を業とする者（以下「ポスター作 

成業者」という。）との間において選挙運動用ポ 

スターの作成に関し有償契約を締結し、市委員会 

が定めるところにより、その旨を、議員の選挙に 

あっては当該区委員会を経由して市委員会に、市 

長の選挙にあっては市委員会に届け出なければな 

らない。 

  ウ ［略］ 

 

（選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出） 

第７条 前条の規定の適用を受けようとする者は、 

ポスターの作成を業とする者（以下「ポスター作 

成業者」という。）との間において選挙運動用ポ 

スターの作成に関し有償契約を締結し、市委員会 

が定めるところにより、その旨を、議員の選挙に 

あっては当該区委員会を経由して市委員会に、長 

の選挙にあっては市委員会に届け出なければなら 

ない。 

  

 （選挙運動用ポスターの作成の公費の支払）  （選挙運動用ポスターの作成の公費の支払） 

第８条 市は、候補者（前条の届出をした者に限る。

 ）が同条の契約に基づき当該契約の相手方である

ポスター作成業者に支払うべき金額のうち、当該

契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１

枚当たりの作成単価（当該作成単価が、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによ

り算定した金額を超える場合には、当該各号に定

めるところにより算定した金額）に当該選挙運動

用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じて、当

該選挙区等におけるポスター掲示場の数に１．２ 

 を乗じて得た数（１枚未満の端数がある場合には、

 その端数は、１枚とする。）の範囲内のものであ

ることにつき、市委員会が定めるところにより、

当該候補者からの申請に基づき、市委員会が確認

したものに限る。）を乗じて得た金額を、第６条

後段において準用する第２条ただし書に規定する

要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業

者からの請求に基づき、当該ポスター作成業者に

対し支払う。 

第８条 市は、候補者（前条の届出をした者に限る。

 ）が同条の契約に基づき当該契約の相手方である

ポスター作成業者に支払うべき金額のうち、当該

契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１

枚当たりの作成単価（当該作成単価が、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによ

り算定した金額を超える場合には、当該各号に定

めるところにより算定した金額）に当該選挙運動

用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じて、当

該選挙区等におけるポスター掲示場の数に１．２ 

 を乗じて得た数（１枚未満の端数がある場合には、

 その端数は、１枚とする。）の範囲内のものであ

ることにつき、市委員会が定めるところにより、

当該候補者からの申請に基づき、市委員会が確認

したものに限る。）を乗じて得た金額を、第６条

後段において準用する第２条ただし書に規定する

要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業

者からの請求に基づき、当該ポスター作成業者に

対し支払う。 

 ⑴ 当該選挙区等におけるポスター掲示場の数が  ⑴ 当該選挙区等におけるポスター掲示場の数が



 

５００以下である場合 ５４１円３１銭に当該

ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に３１万

６，２５０円を加えた金額を当該選挙区等にお

けるポスター掲示場の数で除して得た金額（１

円未満の端数がある場合には、その端数は、１

円とする。次号において同じ。） 

５００以下である場合 ５２５円６銭に当該ポ

スター掲示場の数を乗じて得た金額に３１万５

００円を加えた金額を当該選挙区等におけるポ

スター掲示場の数で除して得た金額（１円未満

の端数がある場合には、その端数は、１円とす

る。次号において同じ。） 

 ⑵ 当該選挙区等におけるポスター掲示場の数が

５００を超える場合 ２８円３５銭にその５０

０を超える数を乗じて得た金額に５８万６，９

０５円を加えた金額を当該選挙区等におけるポ

スター掲示場の数で除して得た金額 

 ⑵ 当該選挙区等におけるポスター掲示場の数が

５００を超える場合 ２７円５０銭にその５０

０を超える数を乗じて得た金額に５７万３，０

３０円を加えた金額を当該選挙区等におけるポ

スター掲示場の数で除して得た金額 

  

（さいたま市議会の議員又はさいたま市長の選挙におけるビラの作成の公営に関す 

る条例の一部改正） 

第２条 さいたま市議会の議員又はさいたま市長の選挙におけるビラの作成の公営に

関する条例（平成１９年さいたま市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （選挙運動用ビラの作成の公費の支払）  （選挙運動用ビラの作成の公費の支払） 

第４条 市は、候補者（前条の規定による届出をし

た者に限る。）が同条の契約に基づき当該契約の

相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラ

の１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、次の

各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を

超える場合には、当該各号に定める金額）に当該 

 選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて、

 法第１４２条第１項第５号に定める選挙の区分に

応じた枚数の範囲内のものであることにつき、市

委員会が定めるところにより、当該候補者からの

申請に基づき市委員会が確認したものに限る。）

を乗じて得た金額を、第２条ただし書に規定する

要件に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者か

らの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支払

う。 

第４条 市は、候補者（前条の規定による届出をし

た者に限る。）が同条の契約に基づき当該契約の

相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラ

の１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、次の

各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を

超える場合には、当該各号に定める金額）に当該 

 選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて、

 法第１４２条第１項第５号に定める選挙の区分に

応じた枚数の範囲内のものであることにつき、市

委員会が定めるところにより、当該候補者からの

申請に基づき市委員会が確認したものに限る。）

を乗じて得た金額を、第２条ただし書に規定する

要件に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者か

らの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支払

う。 

 ⑴ 当該選挙運動用ビラの作成枚数が５万枚以下 

である場合 ７円７３銭 

 ⑴ 当該選挙運動用ビラの作成枚数が５万枚以下

である場合 ７円５１銭 



 

 ⑵ 当該選挙運動用ビラの作成枚数が５万枚を超 

える場合 ５円１８銭にその５万枚を超える枚 

数を乗じて得た金額に３８万６，５００円を加 

えた金額を当該選挙運動用ビラの作成枚数で除 

して得た金額（１銭未満の端数がある場合には、

その端数は、１銭とする。） 

 ⑵ 当該選挙運動用ビラの作成枚数が５万枚を超

える場合 ５円２銭にその５万枚を超える枚数

を乗じて得た金額に３７万５，５００円を加え

た金額を当該選挙運動用ビラの作成枚数で除し

て得た金額（１銭未満の端数がある場合には、 

  その端数は、１銭とする。） 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市議会の議員又はさいたま市長の選挙にお

ける選挙運動用自動車等の公営に関する条例第４条及び第８条の規定は、この条例

の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を

告示された選挙については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後のさいたま市議会の議員又はさいたま市長の選挙にお

けるビラの作成の公営に関する条例第４条の規定は、この条例の施行の日以後にそ

の期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙につ

いては、なお従前の例による。 

 

 



 

さいたま市条例第２４号 

   さいたま市市民憲章審議会条例を廃止する条例 

 さいたま市市民憲章審議会条例（令和２年さいたま市条例第３３号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

さいたま市条例第２５号 

   さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

 さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年さいたま

市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
 （給与からの控除）  （給与からの控除） 
第７条 法第２５条第２項の規定により、次に掲げ

るものは、地方公務員等共済組合法（昭和３７年

法律第１５２号）第３条第１項第２号の公立学校

共済組合に加入する会計年度任用職員に給与を支

給する際、その給与から控除することができる。 
⑴ 埼玉県教職員互助会の掛金並びに貸付金に係 
る償還金及びその利子 

⑵ 埼玉県教職員互助会の取り扱う生命保険の保 
険料 

⑶ 団体契約を締結している生命保険及び損害保 
険の保険料 

⑷ 登録された職員団体の組合費及び当該職員団 
体の取り扱う生命保険の保険料（当該団体に加 
入している会計年度任用職員から文書により控 
除申請があったものに限る。） 

２ 法第２５条第２項の規定により、次に掲げるも

のは、地方公務員等共済組合法第３条第１項第６

号の市町村職員共済組合に加入する会計年度任用

職員に給与を支給する際、その給与から控除する

ことができる。 
 ⑴ 市が会計年度任用職員の居住の用に供する宿

舎の使用料及びその使用に必要な経費 
⑵ さいたま市職員互助会の掛金 
⑶ 団体契約を締結している生命保険及び損害保 
険の保険料 

⑷ 登録された職員団体の組合費（当該団体に加 
入している会計年度任用職員から文書により控 
除申請があったものに限る。） 

第７条 給与条例第３５条の規定は、フルタイム会

計年度任用職員の給与からの控除について準用す

る。 
  
 
  
 
 
 

  



 

   附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 



 

 

さいたま市条例第２６号 

さいたま市市税条例等の一部を改正する条例 

 （さいたま市市税条例の一部改正） 

第１条 さいたま市市税条例（平成１３年さいたま市条例第６７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（納税証明書の交付手数料） （納税証明書の交付手数料） 
第１０条 法第２０条の１０の納税証明書（第８２ 

条の３第１項の証明書を除く。）の交付（法第３ 
８２条の４に規定する当該証明書に住所に代わる 
事項の記載をしたものの交付を含む。）の手数料 
は、証明書１枚ごとに３００円とする。ただし、 
道路運送車両法第９７条の２に規定する証明書に 
ついては手数料を徴しない。 

第１０条 法第２０条の１０の納税証明書（第８２ 
条の３第１項の証明書を除く。）の交付手数料は、

証明書１枚ごとに３００円とする。ただし、道路 
運送車両法第９７条の２に規定する証明書につい 
ては手数料を徴しない。 
 

 
２ 前項本文の規定にかかわらず、さいたま市印鑑 

条例（平成１３年さいたま市条例第２００号）第 
１３条第２項に規定する端末機による法第２０条 
の１０の納税証明書の交付の手数料は、証明書１ 
枚ごとに２００円とする。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、さいたま市印鑑 
条例（平成１３年さいたま市条例第２００号）第 
１３条第２項に規定する端末機による法第２０条 
の１０の納税証明書の交付手数料は、証明書１枚 
ごとに２００円とする。 

３ ［略］ ３ ［略］ 
  

（所得割の課税標準）  （所得割の課税標準） 
第１９条 ［略］ 第１９条 ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２９条 

第１項に規定する確定申告書に特定配当等に係る 
所得の明細に関する事項その他施行規則に定める 
事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る 
所得の金額については、適用しない。 

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた 
年の翌年の４月１日の属する年度分の特定配当等 
申告書（市民税の納税通知書が送達される時まで 
に提出された次に掲げる申告書をいう。以下この 
項において同じ。）に特定配当等に係る所得の明 
細に関する事項その他施行規則に定める事項の記 
載があるとき（特定配当等申告書にその記載がな 
いことについてやむを得ない理由があると市長が 
認めるときを含む。）は、当該特定配当等に係る 
所得の金額については、適用しない。ただし、第 
１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書が 



 

 

いずれも提出された場合におけるこれらの申告書 
に記載された事項その他の事情を勘案して、この 
項の規定を適用しないことが適当であると市長が 
認めるときは、この限りでない。 

 ⑴ 第２８条第１項の規定による申告書 

 

 ⑵ 第２９条第１項に規定する確定申告書（同項 
の規定により前号に掲げる申告書が提出された 
ものとみなされる場合における当該確定申告書 
に限る。） 

５ ［略］ ５ ［略］ 
６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第２９条 

第１項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所 
得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行 
規則に定める事項の記載があるときは、当該特定 
株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、

適用しない。 

６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る 
所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分 
の特定株式等譲渡所得金額申告書（市民税の納税 
通知書が送達される時までに提出された次に掲げ 
る申告書をいう。以下この項において同じ。）に 
特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関す 
る事項その他施行規則に定める事項の記載がある 
とき（特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載 
がないことについてやむを得ない理由があると市 
長が認めるときを含む。）は、当該特定株式等譲 
渡所得金額に係る所得の金額については、適用し 
ない。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号 
に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけ 
るこれらの申告書に記載された事項その他の事情 
を勘案して、この項の規定を適用しないことが適 
当であると市長が認めるときは、この限りでない。

 ⑴ 第２８条第１項の規定による申告書 

 

 ⑵ 第２９条第１項に規定する確定申告書（同項 
の規定により前号に掲げる申告書が提出された 
ものとみなされる場合における当該確定申告書 
に限る。） 

  
（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第２５条の２ 所得割の納税義務者が、第１９条第 
４項に規定する確定申告書に記載した特定配当等 
に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当 
等の額について法第２章第１節第５款の規定によ 
り配当割額を課された場合又は同条第６項に規定 
する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金 
額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株 
式等譲渡所得金額について同節第６款の規定によ 
り株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該 
配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の３ 
を乗じて得た金額を、第２１条及び前３条の規定 
を適用した場合の所得割の額から控除する。 

第２５条の２ 所得割の納税義務者が、第１９条第 
４項に規定する特定配当等申告書に記載した特定 
配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特 
定配当等の額について法第２章第１節第５款の規 
定により配当割額を課された場合又は同条第６項 
に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載 
した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の 
計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額につ 
いて同節第６款の規定により株式等譲渡所得割額 
を課された場合には、当該配当割額又は当該株式 
等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、 
第２１条及び前３条の規定を適用した場合の所得 
割の額から控除する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所 
得割の額から控除することができなかった金額が 
あるときは、当該控除することができなかった金 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所 
得割の額から控除することができなかった金額が 
あるときは、当該控除することができなかった金 



 

 

額は、令第４８条の９の３から第４８条の９の６ 
までに定めるところにより、同項の納税義務者に 
対しその控除することができなかった金額を還付 
し、又は当該納税義務者の同項の確定申告書に係 
る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民 
税若しくは市民税に充当し、若しくは当該納税義 
務者の未納に係る徴収金に充当する。 

額は、令第４８条の９の３から第４８条の９の６ 
までに定めるところにより、同項の納税義務者に 
対しその控除することができなかった金額を還付 
し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年 
度分の個人の県民税若しくは市民税に充当し、若 
しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当 
する。 

３ ［略］ ３ ［略］ 
  

（市民税の申告） （市民税の申告） 
第２８条 第１４条第１項第１号に掲げる者は、３ 

月１５日までに、規則で定める申告書を市長に提 
出しなければならない。ただし、法第３１７条の 
６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書 
又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある 
者から１月１日現在において給与又は公的年金等 
の支払を受けている者で前年中において給与所得 
以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得 
を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外 
の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（令 
第４８条の９の７に規定するものを除く。）、小 
規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、 
地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別 
控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金 
額が９００万円以下であるものに限る。）の法第 
３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己 
と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が 
９５万円以下であるものに限る。）で控除対象配 
偶者に該当しないものに係るものを除く。）若し 
くは法第３１４条の２第４項に規定する扶養控除 
額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは 
医療費控除額の控除、法第３１３条第８項に規定 
する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する 
純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第２ 
４条の２第１項（同項第２号に掲げる寄附金（特 
定非営利活動促進法第２条第３項に規定する認定 
特定非営利活動法人及び同条第４項に規定する特 
例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。 
第５項において同じ。）に係る部分を除く。）及 
び第２項の規定により控除すべき金額（以下この 
条において「寄附金税額控除額」という。）の控 
除を受けようとするものを除く。以下この条にお 
いて「給与所得等以外の所得を有しなかった者」 
という。）及び第１５条第２項に規定する者（施 
行規則第２条の２第１項の表の上欄の⑵に掲げる 
者を除く。）については、この限りでない。 

第２８条 第１４条第１項第１号に掲げる者は、３ 
月１５日までに、規則で定める申告書を市長に提 
出しなければならない。ただし、法第３１７条の 
６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書 
又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある 
者から１月１日現在において給与又は公的年金等 
の支払を受けている者で前年中において給与所得 
以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得 
を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外 
の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（令 
第４８条の９の７に規定するものを除く。）、小 
規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、 
地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別 
控除額（所得税法第２条第１項第３３号の４に規 
定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。） 
若しくは法第３１４条の２第４項に規定する扶養 
控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若し 
くは医療費控除額の控除、法第３１３条第８項に 
規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定 
する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは 
第２４条の２第１項（同項第２号に掲げる寄附金 
（特定非営利活動促進法第２条第３項に規定する 
認定特定非営利活動法人及び同条第４項に規定す 
る特例認定特定非営利活動法人に対するものを除 
く。第５項において同じ。）に係る部分を除く。 
）及び第２項の規定により控除すべき金額（以下 
この条において「寄附金税額控除額」という。） 
の控除を受けようとするものを除く。以下この条 
において「給与所得等以外の所得を有しなかった 
者」という。）及び第１５条第２項に規定する者 
（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の⑵に掲 
げる者を除く。）については、この限りでない。 
 
 
 

２～１０ ［略］ ２～１０ ［略］ 
  

第２９条 ［略］ 第２９条 ［略］ 
２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載さ ２ 前項本文の場合において、当該確定申告書に記 



 

 

れた事項（施行規則第２条の３第１項に規定する 
事項を除く。）のうち法第３１７条の２第１項各 
号又は第３項に規定する事項に相当するもの及び 
次項の規定により付記された事項は、前条第１項 
から第４項までの規定による申告書に記載された 
ものとみなす。 

載された事項（施行規則第２条の３第１項に規定 
する事項を除く。）のうち法第３１７条の２第１ 
項各号又は第３項に規定する事項に相当するもの 
及び次項の規定により附記された事項は、前条第 
１項から第４項までの規定による申告書に記載さ 
れたものとみなす。 

３ 第１項本文の場合には、確定申告書を提出する 
者は、当該確定申告書に、施行規則第２条の３第 
２項各号に掲げる事項を付記しなければならない。

３ 第１項本文の場合において、確定申告書を提出 
する者は、当該確定申告書に、施行規則第２条の 
３第２項各号に掲げる事項を附記しなければなら 
ない。 

  
（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申 
告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告 
書） 

第２９条の２ 所得税法第１９４条第１項の規定に 
より同項に規定する申告書を提出しなければなら 
ない者（以下この条において「給与所得者」とい 
う。）で区内に住所を有するものは、当該申告書 
の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の 
支払者（以下この条において「給与支払者」とい 
う。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前 
日までに、施行規則で定めるところにより、次に 
掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者 
を経由して、市長に提出しなければならない。 

第２９条の２ 所得税法第１９４条第１項の規定に 
より同項に規定する申告書を提出しなければなら 
ない者（以下この条において「給与所得者」とい 
う。）で区内に住所を有するものは、当該申告書 
の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の 
支払者（以下この条において「給与支払者」とい 
う。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前 
日までに、施行規則で定めるところにより、次に 
掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者 
を経由して、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０ 

００万円以下である者に限る。）の自己と生計 
を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定 
する青色事業専従者に該当するもので同項に規 
定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項 
に規定する事業専従者に該当するものを除き、 
合計所得金額が１３３万円以下であるものに限 
る。次条第１項において同じ。）の氏名 

 

 ⑶ ［略］  ⑵ ［略］ 
 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、施行規則で定め 

る事項 
 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、施行規則で定め 

る事項 
２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 
  

（個人の市民税の納期） （個人の市民税の納期） 
第３３条 ［略］ 第３３条 ［略］ 
２ 市長は、特別の事情がある場合において、前項 

の納期により難いと認められるときは、同項の規 
定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

２ 市長は、特別の事情がある場合において、前項 
の納期により難いと認められるときは、同項の規 
定にかかわらず、同項に規定する期間内において 
別に納期を定めることができる。 

  
（固定資産税の納期） （固定資産税の納期） 

第７６条 ［略］ 第７６条 ［略］ 
２ 市長は、特別の事情がある場合において、前項 

の納期により難いと認められるときは、同項の規 
定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

２ 市長は、特別の事情がある場合において、前項 
の納期により難いと認められるときは、同項の規 
定にかかわらず、同項に規定する期間内において 



 

 

別に納期を定めることができる。 
３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 
  
 （固定資産課税台帳の閲覧の手数料）  （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 
第８２条の２ 法第３８２条の２に規定する固定資 

産課税台帳（同条第１項ただし書の規定による措 
置を講じたものを含む。）の閲覧（法第３８２条 
の４に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる 
事項の記載をしたものの閲覧を含む。）の手数料 
は、１件につき３００円とする。ただし、法第４ 
１６条第３項又は第４１９条第８項の規定により 
公示した期間において納税義務者の閲覧に供する 
場合にあっては、手数料を徴しない。 

第８２条の２ 法第３８２条の２に規定する固定資 
産課税台帳（同条第１項ただし書の規定による措 
置を講じたものを含む。）の閲覧の手数料は、１ 
件につき３００円とする。ただし、法第４１６条 
第３項又は第４１９条第８項の規定により公示し 
た期間において納税義務者の閲覧に供する場合に 
あっては、手数料を徴しない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 
  
 （固定資産課税台帳に記載をされている事項の証

明書の交付手数料） 
 （固定資産課税台帳に記載をされている事項の証

明書の交付手数料） 
第８２条の３ 法第２０条の１０又は第３８２条の 

３の規定に基づく固定資産課税台帳に記載をされ 
ている事項の証明書（同条の証明書にあっては、 
同条ただし書の規定による措置を講じたものを含 
む。）の交付（法第３８２条の４に規定する当該 
証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交 
付を含む。）の手数料は、証明書１件ごとに３０ 
０円とする。 

第８２条の３ 法第２０条の１０又は第３８２条の 
３の規定に基づく固定資産課税台帳に記載をされ 
ている事項の証明書（同条の証明書にあっては、 
同条ただし書の規定による措置を講じたものを含 
む。）の交付手数料は、証明書１件ごとに３００ 
円とする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 
  
 （種別割の賦課期日及び納期）  （種別割の賦課期日及び納期） 
第９２条 ［略］ 第９２条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 市長は、特別の事情がある場合において、前項 

の納期により難いと認められるときは、同項の規 
定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

 

  
 （都市計画税の納期）  （都市計画税の納期） 
第１５５条 ［略］ 第１５５条 ［略］ 
２ 市長は、特別の事情がある場合において、前項 

の納期により難いと認められるときは、同項の規 
定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

この場合において、市長が別に定める納期は、市 
長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及 
び徴収することができないと認める特別の事情が 
ある場合を除くほか、市長が第７６条第２項の規 
定により別に定める固定資産税の納期によるもの 
とする。 

２ 市長は、特別の事情がある場合において、前項 
の納期により難いと認められるときは、同項の規 
定にかかわらず、同項に規定する期間内において 
別に納期を定めることができる。この場合におい 
て、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税 
を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収すること 
ができないと認める特別の事情がある場合を除く 
ほか、市長が第７６条第２項の規定により別に定 
める固定資産税の納期によるものとする。 

  
   附 則    附 則 
第１５条の３の２ 平成２２年度から令和２０年度 第１５条の３の２ 平成２２年度から令和１５年度 



 

 

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の 
納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置 
法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を 
受けた場合（同法第４１条第１項に規定する居住 
年が平成１１年から平成１８年まで又は平成２１ 
年から令和７年までの各年である場合に限る。） 
において、前条第１項の規定の適用を受けないと 
きは、法附則第５条の４の２第５項（同条第７項 
の規定により読み替えて適用される場合を含む。 
）に規定するところにより控除すべき額を、当該 
納税義務者の第２１条及び第２４条の規定を適用 
した場合の所得割の額から控除する。 

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の 
納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置 
法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を 
受けた場合（同法第４１条第１項に規定する居住 
年が平成１１年から平成１８年まで又は平成２１ 
年から令和３年までの各年である場合に限る。） 
において、前条第１項の規定の適用を受けないと 
きは、法附則第５条の４の２第５項（同条第７項 
の規定により読み替えて適用される場合を含む。 
）に規定するところにより控除すべき額を、当該 
納税義務者の第２１条及び第２４条の規定を適用 
した場合の所得割の額から控除する。 

２ ［略］ ２ ［略］ 
  

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める 
割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める 
割合） 

第１８条の２ 次の表の左欄に掲げる規定に規定す 
る市町村の条例で定める割合は、それぞれ同表の 
右欄に定めるものとする。 

第１８条の２ 次の表の左欄に掲げる規定に規定す 
る市町村の条例で定める割合は、それぞれ同表の 
右欄に定めるものとする。 

 ［略］ 

法附則第１５条第２項第５号 ５分の４ 

法附則第１５条第１５項本文  ［略］ 

法附則第１５条第１５項ただし書  ［略］ 

法附則第１５条第２３項第１号  ［略］ 

法附則第１５条第２３項第２号  ［略］ 

法附則第１５条第２３項第３号  ［略］ 

法附則第１５条第２４項第１号  ［略］ 

法附則第１５条第２４項第２号  ［略］ 

法附則第１５条第２６項第１号  ［略］ 

法附則第１５条第２６項第２号  ［略］ 

法附則第１５条第２６項第３号  ［略］ 

法附則第１５条第２９項  ［略］ 

法附則第１５条第３３項  ［略］ 

法附則第１５条第３４項  ［略］ 

法附則第１５条第３９項  ［略］ 

法附則第１５条第４３項  ［略］ 

法附則第１５条第４４項 ４分の３ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 

法附則第１５条第２項第５号 ４分の３ 

法附則第１５条第１６項本文  ［略］ 

法附則第１５条第１６項ただし書  ［略］ 

法附則第１５条第２４項第１号  ［略］ 

法附則第１５条第２４項第２号  ［略］ 

法附則第１５条第２４項第３号  ［略］ 

法附則第１５条第２５項第１号  ［略］ 

法附則第１５条第２５項第２号  ［略］ 

法附則第１５条第２７項第１号  ［略］ 

法附則第１５条第２７項第２号  ［略］ 

法附則第１５条第２７項第３号  ［略］ 

法附則第１５条第３０項  ［略］ 

法附則第１５条第３４項  ［略］ 

法附則第１５条第３５項  ［略］ 

法附則第１５条第４２項  ［略］ 

法附則第１５条第４６項 

 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

  
（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課 
税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課 
税の特例） 

第３６条の２ ［略］ 第３６条の２ ［略］ 
２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４ 

第２項に規定する特定上場株式等の配当等（以下 
この項において「特定上場株式等の配当等」とい 
う。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所 
得割の納税義務者が前年分の所得税について特定 
上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４ 
第２項に規定する特定上場株式等の配当等（以下 
この項において「特定上場株式等の配当等」とい 
う。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所 
得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等 
の支払を受けるべき年の翌年の４月１日の属する 



 

 

１項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。 年度分の市民税について特定上場株式等の配当等 
に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けよ 
うとする旨の記載のある第１９条第４項に規定す 
る特定配当等申告書を提出した場合（次に掲げる 
場合を除く。）に限り適用するものとし、市民税 
の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべ 
き特定上場株式等の配当等に係る配当所得につい 
て同条第１項及び第２項並びに第２１条の規定の 
適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中 
に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等 
に係る配当所得について、前項の規定は、適用し 
ない。 

 ⑴ 第１９条第４項ただし書の規定の適用がある 
場合 

  ⑵ 第１９条第４項第１号に掲げる申告書及び同 
項第２号に掲げる申告書がいずれも提出された 
場合におけるこれらの申告書に記載された事項 
その他の事情を勘案して、前項の規定を適用し 
ないことが適当であると市長が認めるとき。 

３ ［略］ ３ ［略］ 
  

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した 
場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した 
場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例） 

第３９条 ［略］ 第３９条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 第１項（前項において準用する場合を含む。） 

の場合において、所得割の納税義務者が、その有 
する土地等につき、租税特別措置法第３３条から 
第３３条の４まで、第３４条から第３５条の３ま 
で、第３６条の２、第３６条の５、第３７条、第 
３７条の４から第３７条の６まで又は第３７条の 
８の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲 
渡は、第１項に規定する優良住宅地等のための譲 
渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地の 
ための譲渡に該当しないものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。） 
の場合において、所得割の納税義務者が、その有 
する土地等につき、租税特別措置法第３３条から 
第３３条の４まで、第３４条から第３５条の３ま 
で、第３６条の２、第３６条の５、第３７条、第 
３７条の４から第３７条の６まで、第３７条の８ 
又は第３７条の９の規定の適用を受けるときは、 
当該土地等の譲渡は、第１項に規定する優良住宅 
地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住 
宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみ 
なす。 

   
（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人 
の市民税の課税の特例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人 
の市民税の課税の特例） 

第４３条の２ ［略］ 第４３条の２ ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得 

が生じた年分の所得税に係る第２９条第１項に規 
定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受け 
ようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得 
が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の特 
例適用配当等申告書（市民税の納税通知書が送達 
される時までに提出された次に掲げる申告書をい 
う。以下この項において同じ。）に前項後段の規 
定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（ 
特例適用配当等申告書にその記載がないことにつ 
いてやむを得ない理由があると市長が認めるとき 



 

 

を含む。）に限り、適用する。ただし、第１号に 
掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれ 
も提出された場合におけるこれらの申告書に記載 
された事項その他の事情を勘案して、同項後段の 
規定を適用しないことが適当であると市長が認め 
るときは、この限りでない。 

 ⑴ 第２８条第１項の規定による申告書 
 ⑵ 第２９条第１項に規定する確定申告書（同項 

の規定により前号に掲げる申告書が提出された 
ものとみなされる場合における当該確定申告書 
に限る。） 

５ ［略］ ５ ［略］ 
  
（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人 
の市民税の課税の特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人 
の市民税の課税の特例） 

第４４条 ［略］ 第４４条 ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得 

が生じた年分の所得税に係る第２９条第１項に規 
定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受け 
ようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得 
が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の条 
約適用配当等申告書（市民税の納税通知書が送達 
される時までに提出された次に掲げる申告書をい 
う。以下この項において同じ。）に前項後段の規 
定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（ 
条約適用配当等申告書にその記載がないことにつ 
いてやむを得ない理由があると市長が認めるとき 
を含む。）に限り、適用する。ただし、第１号に 
掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれ 
も提出された場合におけるこれらの申告書に記載 
された事項その他の事情を勘案して、同項後段の 
規定を適用しないことが適当であると市長が認め 
るときは、この限りでない。 

 ⑴ 第２８条第１項の規定による申告書 
 ⑵ 第２９条第１項に規定する確定申告書（同項 

の規定により前号に掲げる申告書が提出された 
ものとみなされる場合における当該確定申告書 
に限る。） 

５ ［略］ ５ ［略］ 
６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の 

規定の適用がある場合（第３項後段の規定の適用 
がある場合を除く。）における第２５条の２の規 
定の適用については、同条第１項中「又は同条第 
６項」とあるのは「若しくは附則第４４条第３項 
前段に規定する条約適用配当等（以下「条約適用 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の 
規定の適用がある場合（第３項後段の規定の適用 
がある場合を除く。）における第２５条の２の規 
定の適用については、同条第１項中「又は同条第 
６項」とあるのは「若しくは附則第４４条第３項 
前段に規定する条約適用配当等（以下「条約適用 

配当等」という。）に係る所得が生じた年分の所 
得税に係る同条第４項に規定する確定申告書にこ 
の項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条 
約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記 
載がある場合であって、当該条約適用配当等に係 
る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当 

配当等」という。）に係る所得が生じた年の翌年 
の４月１日の属する年度分の同条第４項に規定す 
る条約適用配当等申告書にこの項の規定の適用を 
受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る 
所得の明細に関する事項の記載がある場合（条約 
適用配当等申告書にこれらの記載がないことにつ 



 

 

等の額について租税条約等実施特例法第３条の２ 
の２第１項の規定及び法第２章第１節第５款の規 
定により配当割額を課されたとき又は第１９条第 
６項」と、同条第３項中「法第３７条の４」とあ 
るのは「租税条約等実施特例法第３条の２の２第 
９項の規定により読み替えて適用される法第３７ 
条の４」とする。 

いてやむを得ない理由があると市長が認めるとき 
を含む。）であって、当該条約適用配当等に係る 
所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等 
の額について租税条約等実施特例法第３条の２の 
２第１項の規定及び法第２章第１節第５款の規定 
により配当割額を課されたとき又は第１９条第６ 
項」と、同条第３項中「法第３７条の４」とある 
のは「租税条約等実施特例法第３条の２の２第９ 
項の規定により読み替えて適用される法第３７条 
の４」とする。 

  
（読替規定） （読替規定） 

第５４条 法附則第１５条第１項、第１０項、第１ 
４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、第 
２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、 
第３９項、第４０項若しくは第４４項、第１５条 
の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の 
適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１５ 
２条第２項中「又は第３３項」とあるのは、「若 
しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の 
３まで若しくは第６３条」とする。 

第５４条 法附則第１５条第１項、第１０項、第１ 
５項から第１９項まで、第２１項、第２２項、第 
２６項、第２９項、第３３項から第３５項まで、 
第３７項から第３９項まで、第４２項若しくは第 
４３項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は 
第６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画 
税に限り、第１５２条第２項中「又は第３３項」 
とあるのは、「若しくは第３３項又は附則第１５ 
条から第１５条の３まで若しくは第６３条」とす 
る。 

  
 （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金 

等特別税額控除の特例） 
 第６０条 所得割の納税義務者が前年分の所得税に 

つき新型コロナウイルス感染症特例法第６条第４ 
項の規定の適用を受けた場合における附則第１５ 
条の３の２第１項の規定の適用については、同項 
中「令和１５年度」とあるのは、「令和１６年度 
」とする。 

 ２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新 
型コロナウイルス感染症特例法第６条の２第１項 
の規定の適用を受けた場合における附則第１５条 
の３の２第１項の規定の適用については、同項中 
「令和１５年度」とあるのは「令和１７年度」と、

「令和３年」とあるのは「令和４年」とする。 
  

 （さいたま市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 さいたま市市税条例等の一部を改正する条例（令和３年さいたま市条例第２

５号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中第２９条の３の改正を次のように改める。 
（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親 
族等申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親 
族申告書） 

第２９条の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規 
定により同項に規定する申告書を提出しなければ 

第２９条の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規 
定により同項に規定する申告書を提出しなければ 



 

 

ならない者又は法の施行地において同項に規定す 
る公的年金等（同法第２０３条の７の規定の適用 
を受けるものを除く。以下この項において「公的 
年金等」という。）の支払を受ける者であって、 
特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額 
が９００万円以下であるものに限る。）の自己と 
生計を一にする配偶者（退職手当等（第４９条に 
規定する退職手当等に限る。以下この項において 
同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所 
得金額が９５万円以下であるものに限る。）をい 
う。第２号において同じ。）又は扶養親族（控除 
対象扶養親族であって退職所得等に係る所得を有 
しない者を除く。）を有する者（以下この条にお 
いて「公的年金等受給者」という。）で区内に住 
所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由 
すべき同法第２０３条の６第１項に規定する公的 
年金等の支払者（以下この条において「公的年金 
等支払者」という。）から毎年最初に公的年金等 
の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定め 
るところにより、次に掲げる事項を記載した申告 
書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に 
提出しなければならない。 

ならない者又は法の施行地において同項に規定す 
る公的年金等（同法２０３条の７の規定の適用を 
受けるものを除く。以下この項において「公的年 
金等」という。）の支払を受ける者であって、扶 
養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者 
（以下この条において「公的年金等受給者」とい 
う。）で区内に住所を有するものは、当該申告書 
の提出の際に経由すべき同法第２０３条の６第１ 
項に規定する公的年金等の支払者（以下この条に 
おいて「公的年金等支払者」という。）から毎年 
最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、

施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項 
を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経 
由して、市長に提出しなければならない。 

  
 

 ⑴ ［略］ ⑴ ［略］ 
 ⑵ 特定配偶者の氏名  
 ⑶ ［略］ ⑵ ［略］ 
 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、施行規則で定め 

る事項 
⑶ 前２号に掲げるもののほか、施行規則で定め 
る事項 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 
  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 
 （施行期日）  （施行期日） 
第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める日から施行する。 
第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、

 当該各号に定める日から施行する。 
 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
 ⑶ 第１条中第２９条の３の改正及び附則第２条 

第２項の規定 令和５年１月１日 
 

 ⑷ 第１条中第１５条及び第５４条の改正並びに 
附則第１１条の改正並びに附則第２条第１項の 

 ⑶ 第１条中第１５条、第２９条の３及び第５４ 
条の改正並びに附則第１１条の改正並びに附則 



 

 

規定 令和６年１月１日 第２条の規定 令和６年１月１日 
 ⑸ ［略］  ⑷ ［略］ 
 （市民税に関する経過措置）  （市民税に関する経過措置） 
第２条 第１条の規定による改正後のさいたま市市

税条例（以下「改正後の条例」という。）第１５

条及び第５４条並びに附則第１１条の規定は、令

和６年度以後の年度分の個人の市民税について適

用し、令和５年度分までの個人の市民税について

は、なお従前の例による。 

第２条 第１条の規定による改正後のさいたま市市 
税条例（以下「改正後の条例」という。）の規定 
中個人の市民税に関する部分は、令和６年度以後 
の年度分の個人の市民税について適用し、令和５ 
年度分までの個人の市民税については、なお従前 
の例による。 

２ 改正後の条例第２９条の３第１項の規定は、前

条第３号に掲げる規定の施行の日（以下この項に

おいて「３号施行日」という。）以後に支払を受

けるべき所得税法（昭和４０年法律第３３号）第

２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法 
第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」という。）に 
ついて提出する改正後の条例第２９条の３第１項 
に規定する申告書について適用し、３号施行日前 
に支払を受けるべき公的年金等について提出した 
第１条の規定による改正前のさいたま市市税条例 
第２９条の３第１項に規定する申告書については、

なお従前の例による。 

 

  

 （さいたま市市税条例の一部改正） 

第３条 さいたま市市税条例の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親 
族等申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親 
族等申告書） 

第２９条の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規 
定により同項に規定する申告書を提出しなければ 
ならない者又は法の施行地において同項に規定す 
る公的年金等（同法第２０３条の７の規定の適用 
を受けるものを除く。以下この項において「公的 
年金等」という。）の支払を受ける者であって、 
特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額 
が９００万円以下であるものに限る。）の自己と 
生計を一にする配偶者（退職手当等（第４９条に 

第２９条の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規 
定により同項に規定する申告書を提出しなければ 
ならない者又は法の施行地において同項に規定す 
る公的年金等（同法第２０３条の７の規定の適用 
を受けるものを除く。以下この項において「公的 
年金等」という。）の支払を受ける者であって、 
特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額 
が９００万円以下であるものに限る。）の自己と 
生計を一にする配偶者（退職手当等（第４９条に 



 

 

規定する退職手当等に限る。以下この項において 
同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所 
得金額が９５万円以下であるものに限る。）をい 
う。第２号において同じ。）又は扶養親族（年齢 
１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退 
職所得等に係る所得を有する者に限る。）を有す 
る者（以下この条において「公的年金等受給者」 
という。）で区内に住所を有するものは、当該申 
告書の提出の際に経由すべき同法第２０３条の６ 
第１項に規定する公的年金等の支払者（以下この 
条において「公的年金等支払者」という。）から 
毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日ま 
でに、施行規則で定めるところにより、次に掲げ 
る事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払 
者を経由して、市長に提出しなければならない。 

規定する退職手当等に限る。以下この項において 
同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所 
得金額が９５万円以下であるものに限る。）をい 
う。第２号において同じ。）又は扶養親族（控除 
対象扶養親族であって退職所得等に係る所得を有 
しない者を除く。）を有する者（以下この条にお 
いて「公的年金等受給者」という。）で区内に住 
所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由 
すべき同法第２０３条の６第１項に規定する公的 
年金等の支払者（以下この条において「公的年金 
等支払者」という。）から毎年最初に公的年金等 
の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定め 
るところにより、次に掲げる事項を記載した申告 
書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に 
提出しなければならない。 

 ⑴～⑷ ［略］  ⑴～⑷ ［略］ 
２～５［略］ ２～５ ［略］ 
  

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。 

 ⑴ 第１条中第１０条第２項、第３３条、第７６条、第９２条及び第１５５条の改

正並びに附則第１８条の２及び第５４条の改正並びに第２条の規定並びに附則第

３条第１項、第４条第１項及び第２項、第５条並びに第６条の規定 公布の日 

 ⑵ 第１条中第２９条の２の改正並びに附則第１５条の３の２及び第３９条の改正

並びに第６０条を削る改正並びに附則第３条第２項の規定 令和５年１月１日 

 ⑶ 第１条中第１９条、第２５条の２、第２８条及び第２９条の改正並びに附則第 

３６条の２、第４３条の２及び第４４条の改正並びに第３条の規定並びに附則第 

３条第３項の規定 令和６年１月１日 

 ⑷ 第１条中第１０条第１項、第８２条の２及び第８２条の３の改正並びに次条並 

びに附則第４条第３項及び第４項の規定 令和６年４月１日 

 （納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第４号に掲げる規定による改正後のさいたま市市税条例第１０条第１項

（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に係る部分に限る。）の

規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０の規定によ



 

 

る証明書の交付について適用する。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後のさいたま市市税条例（以下「改正後の条例」と 

いう。）第３３条第２項の規定は、令和４年度以後の年度分の個人の市民税につい 

て適用し、令和３年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 改正後の条例第２９条の２第１項の規定は、附則第１条第２号に掲げる施行の日

以後に支払を受けるべき第２９条の２第１項に規定する給与について提出する同項

及び同条第２項に規定する申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき第１

条の規定による改正前のさいたま市市税条例第２９条の２第１項に規定する給与に

ついて提出した同項及び同条第２項に規定する申告書については、なお従前の例に

よる。 

３ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後のさいたま市市税条例の規定中個人 

の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、 

令和５年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中固定資産税に関する部 

分は、令和４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和３年度分までの 

固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一 

部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税法附 

則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、 

なお従前の例による。 

３ 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後のさいたま市市税条例第８２条の２ 

第１項（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規 

定の施行の日以後にされる同法第３８２条の２の規定による固定資産課税台帳（同 

条第１項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧について適用す 

る。 

４ 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後のさいたま市市税条例第８２条の３ 

第１項（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規 



 

 

定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０又は第３８２条の３の規定による証 

明書（同条の証明書にあっては、同条ただし書の規定による措置を講じたものを含 

む。）の交付について適用する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第５条 改正後の条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和４年度以後 

の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和３年度分までの軽自動車税の 

種別割については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第６条 改正後の条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和４年度以後の年度分 

の都市計画税について適用し、令和３年度分までの都市計画税については、なお従 

前の例による。 

 



 

さいたま市条例第２７号 

さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

さいたま市衛生関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第３１２号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

事務の種類 手数料の額 

１～５３ ［略］ 

５４ 埼玉県ふぐの取扱い

等に関する条例（平成１

４年埼玉県条例第７８号

）第１３条の規定による

ふぐ処理施設の認定の申

請に対する審査 

 ［略］ 

５５ 埼玉県ふぐの取扱い

等に関する条例第１６条

第２項の規定によるふぐ

処理施設の認定書の交付

の申請に対する審査 

 ［略］ 

５６ 埼玉県ふぐの取扱い

等に関する条例第１７条

第１項の規定によるふぐ

処理施設の認定書の再交

付の申請に対する審査 

 ［略］ 

 

 

事務の種類 手数料の額 

１～５３ ［略］ 

５４ 埼玉県ふぐの取扱い

等に関する条例（平成１

４年埼玉県条例第７８号

）第１３条の規定による

ふぐ取扱施設の認定の申

請に対する審査 

 ［略］ 

５５ 埼玉県ふぐの取扱い

等に関する条例第１６条

第２項の規定によるふぐ

取扱施設の認定書の交付

の申請に対する審査 

 ［略］ 

５６ 埼玉県ふぐの取扱い

等に関する条例第１７条

第１項の規定によるふぐ

取扱施設の認定書の再交

付の申請に対する審査 

 ［略］ 

 

  

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市条例第２８号 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

さいたま市建築等関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

事務の種類 手数料の額 

１～６２ ［略］ 

６３ ［略］ 

６３の２ 長期優良住宅法 

 第５条第６項及び第７項 

の規定による長期優良住 

宅維持保全計画の認定の 

申請に対する審査（第６ 

３項の３に規定するもの 

を除く。） 

 ⑴ 一戸建てのもの 

 ⑵ 一戸建て以外のもの 

  ア 床面積の合計が５

００平方メートル以

下のもの 

  イ 床面積の合計が５

００平方メートルを

超え１，０００平方

メートル以下のもの 

  ウ 床面積の合計が１ 

，０００平方メート 

ルを超え２，５００ 

平方メートル以下の 

もの 

次の各号に掲 

げる区分に応じ、

当該各号に定め 

る金額 

 

 

 

８５，０００円

１９４，０００

円

 

３０６，０００

円

 

５９９，０００

円

 

 

 

エ 床面積の合計が２ 

 ，５００平方メート 

ルを超え５，０００ 

平方メートル以下の 

もの 

 

１，０６８，０

００円

 

事務の種類 手数料の額 

１～６２ ［略］ 

６３ ［略］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  オ 床面積の合計が５ 

，０００平方メート 

ルを超え１０，００ 

０平方メートル以下 

のもの 

  カ 床面積の合計が１ 

   ０，０００平方メー 

トルを超え２０，０ 

００平方メートル以 

下のもの 

キ 床面積の合計が２ 

 ０，０００平方メー 

トルを超え３０，０ 

００平方メートル以 

下のもの 

ク 床面積の合計が３

０，０００平方メー

トルを超えるもの 

１，８３２，０

００円

３，３８４，０

００円

４，８３２，０

００円

 

 

５，９１９，０

００円

 

６３の３ 長期優良住宅法

第５条第６項及び第７項

の規定による長期優良住

宅維持保全計画の認定の

申請に対する審査で、品

確法第６条の２第５項に

規定する確認書若しくは

住宅性能評価書又はこれ

らの写しのあるもの 

次の各号に掲 

げる区分に応じ、

当該各号に定め 

る金額 

⑴ 一戸建てのもの 

 ⑵ 一戸建て以外のもの 

  ア 床面積の合計が５

００平方メートル以

下のもの 

  イ 床面積の合計が５

００平方メートルを

超え１，０００平方

メートル以下のもの 

  ウ 床面積の合計が１ 

，０００平方メート 

ルを超え２，５００ 

平方メートル以下の 

もの 

エ 床面積の合計が２ 

 ，５００平方メート 

ルを超え５，０００ 

平方メートル以下の 

もの 

  オ 床面積の合計が５ 

   ，０００平方メート 

   ルを超え１０，００ 

０平方メートル以下 

のもの 

１３，０００円

２５，０００円

４２，０００円

 

 

 

７８，０００円

１１８，０００

円

１７３，０００

円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  カ 床面積の合計が１ 

   ０，０００平方メー 

トルを超え２０，０ 

００平方メートル以 

下のもの 

キ 床面積の合計が２ 

   ０，０００平方メー 

トルを超え３０，０ 

３００，０００

円

３８６，０００

円

００平方メートル以 

下のもの 

ク 床面積の合計が３

０，０００平方メー

トルを超えるもの 

４５１，０００

円

６４ 長期優良住宅法第８

条第１項の規定による長

期優良住宅建築等計画又

は長期優良住宅維持保全

計画の変更の認定の申請

に対する審査（長期優良

住宅法第８条第１項の規

定による長期優良住宅建

築等計画の変更の認定の

申請に対する審査にあっ

ては、次項に規定するも

のを除く。） 

第６１項各号 

、第６２項各号、

第６３項の２各 

号又は前項各号 

に掲げる区分に 

応じ、それぞれ 

当該各号に定め 

る額の２分の１ 

に相当する額 

６５・６６ ［略］ 

６７ 長期優良住宅法第１ 

 ０条の規定による長期優 

良住宅建築等計画又は長 

期優良住宅維持保全計画 

の認定の地位の承継の申 

請に対する審査 

［略］ 

 

６７の２～８０ ［略］ 
 

 

６４ 長期優良住宅法第８

条第１項の規定による長

期優良住宅建築等計画の

変更の認定の申請に対す

る審査（次項に規定する

ものを除く。） 

 

 

 

 

 

 

第６１項各号 

又は第６２項各

号に掲げる区分

に応じ、それぞ

れ当該各号に定

める額の２分の 

１に相当する額 

６５・６６ ［略］ 

６７ 長期優良住宅法第１ 

 ０条の規定による長期優 

良住宅建築等計画の認定 

の地位の承継の申請に対 

する審査 

 

 ［略］ 

 

６７の２～８０ ［略］ 
 

 備考  備考 

１～３ ［略］ 

４ 第６１項、第６２項、第６３項の２及び第 

６３項の３において「床面積の合計」とは、 

長期優良住宅法第５条第１項から第７項まで 

の規定による認定及び変更の認定の申請に係 

る住戸が属する１の建築物の延べ面積（建築 

基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号） 

第２条第１項第４号の規定により算出された 

延べ面積）をいう。 

５～８ ［略］ 

 

１～３ ［略］ 

４ 第６１項及び第６２項において「床面積の 

合計」とは、長期優良住宅法第５条第１項か 

ら第５項までの規定による認定及び変更の認 

定の申請に係る住戸が属する１の建築物の延 

べ面積（建築基準法施行令（昭和２５年政令 

第３３８号）第２条第１項第４号の規定によ 

り算出された延べ面積）をいう。 

 

５～８ ［略］ 

附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 



 

さいたま市条例第２９号 

   さいたま市ケアラー支援条例 

 日常生活において支援を必要としている人の周りには、それらの人を支える多くの

ケアラーの存在があり、それは決して特別な存在ではない。高齢化、核家族化、晩婚

化、ニーズの多様化等に伴い、誰もがケアをされる側にも、ケアをする側にもなり得

る。 

 ケアラーがケアをするのは、支援が必要な高齢者、障害児者、がん・難病・精神疾

患等の慢性的な疾患を抱えた人及び医療的ケアを必要とする子どものほか、薬物・ア

ルコール等依存症の人、ひきこもり状態の人、幼い兄弟姉妹等多岐にわたる。また、

老老介護、老障介護、育児と介護を同時に担うダブルケア、配偶者介護等、ケアの在

り方も多様化している。 

 一方で、ケアラーは、誰とも悩みを共有できずに社会から孤立し、ケアに伴う過度

な負担により、自身の日常生活に支障が生じる場合もある。とりわけ、本来大人が担

うべきケアを日常的に担っているヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わな

い重い責任や負担を強いられることで、日常生活への支障はもとより、適切な教育の

機会が確保されず、進学、就職等の人生の選択肢を狭めてしまうおそれがある等、自

身の将来に大きな影響を及ぼすことも懸念される。 

 このような状況を踏まえ、ケアラーが抱える悩みを一家庭の問題ではなく社会問題

として認識し、市、市民等、事業者、関係機関、民間支援団体等が相互に連携を図り

ながら、ケアラーを含む家庭全体への支援を通じて、誰一人取り残すことなく、ケア

ラーを社会全体で支えていく必要がある。 

 ここに、一人ひとりのケアラーが自分らしく、健康で文化的な生活を営むことがで

きる地域社会の実現を目指して、この条例を制定する。 

 （目的） 

第１条 この条例は、ケアラーに対する支援（以下「ケアラー支援」という。）に関

し、基本理念を定め、市の責務並びに市民等、事業者、関係機関及び学校等の役割

を明らかにするとともに、ケアラー支援に関する施策の基本となる事項を定め、当

該支援のための施策を総合的かつ計画的に推進することにより、ケアラーに係る負

担の軽減又は解消を図り、もって全てのケアラーが自分らしく、健康で文化的な生



 

活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ ケアラー 高齢、身体上又は精神上の障害、疾病等により援助を必要とする親

族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その

他の必要な援助（以下「介護等」という。）を提供する者をいう。 

 ⑵ ヤングケアラー ケアラーのうち、１８歳未満の者をいう。 

 ⑶ 市民等 市内に住所を有し、勤務し、若しくは在学する者又は市内で活動を行

う団体をいう。 

 ⑷ 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。  

 ⑸ 関係機関 介護、障害者及び障害児の支援、医療、教育、児童の福祉等に関す

る業務を行い、当該業務を通じて日常的にケアラーに関わり、又は関わる可能性

がある機関をいう。 

 ⑹ 学校等 関係機関のうち、ヤングケアラーと関わり、又は関わる可能性がある

学校その他教育に関する業務を行う機関をいう。 

 ⑺ 民間支援団体 ケアラー支援を行うことを目的とする民間の団体をいう。 

 （基本理念） 

第３条 市におけるケアラー支援は、次に掲げる理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、推進されなければならない。 

 ⑴ 全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができ

るように行われるべきものであること。 

 ⑵ 市、市民等、事業者、関係機関、民間支援団体等の多様な主体が相互に連携を

図りながら、ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支えるように行われ

るべきものであること。 

 ⑶ ヤングケアラーに対する支援については、ヤングケアラーとしての時期が社会

において自立的に生きる基礎を培い、人間としての基本的な資質を養う重要な発

達段階であることに鑑み、適切な教育の機会が確保され、かつ、心身の健やかな

成長及び発達並びに自立が図られるように行われるべきものであること。 



 

 （市の責務） 

第４条 市は、基本理念にのっとり、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的

に実施するものとする。 

２ 市は、支援を必要としているケアラーの早期発見に努めるものとする。 

３ 市は、前２項の施策を円滑に実施することができるよう、市民等、事業者、関係

機関、民間支援団体等と相互に連携し、及び協力するものとする。 

 （市民等の役割）  

第５条 市民等は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケアラー

支援の必要性についての理解を深め、ケアラーが孤立することのないように十分配

慮するとともに、市が実施するケアラー支援に関する施策に協力するよう努めるも

のとする。 

 （事業者の役割） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケアラー

支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、市が実施

するケアラー支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、雇用する従業員がケアラーである可能性があることを認識するととも

に、当該従業員がケアラーであると認められるときは、当該ケアラーの意向を尊重

しつつ、勤務するに当たっての配慮、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努

めるものとする。 

 （関係機関の役割） 

第７条 関係機関は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケアラ

ー支援の必要性についての理解を深め、その業務を行うに当たっては、市が実施す

るケアラー支援に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。 

２ 関係機関は、日常的にケアラーに関わる可能性がある立場にあることを認識する

とともに、業務を通じて関わりのある者及びその家族等がケアラーであると認めら

れるときは、当該ケアラーの意向を尊重しつつ、当該ケアラーの健康状態、生活環

境等を確認し、支援の必要性の把握に努めるものとする。 

３ 関係機関は、支援を必要とするケアラーに対し、情報の提供、適切な支援を行う 

 他の関係機関への案内又は取次ぎその他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 



 

 （学校等の役割）  

第８条 学校等は、前条第２項に規定するもののほか、ヤングケアラーの意向を尊重

しつつ、ヤングケアラーの教育の機会の確保に係る状況を確認し、支援の必要性の

把握に努めるものとする。 

２ 学校等は、前条第３項に規定するもののほか、支援を必要とするヤングケアラー

からの教育又は福祉に関する相談に応じるよう努めるものとする。 

 （ケアラー支援に関する施策） 

第９条 市は、ケアラーが自分らしく、健康で文化的な生活を営むことができるよう

にするため、次に掲げる施策を講じるものとする。 

 ⑴ 相談支援体制の整備及び周知に関すること。 

 ⑵ ケアラー支援を担う人材を育成するために必要な研修の実施及び情報の提供に

関すること。 

 ⑶ ケアラーが休息、休養その他の事由により介護等ができなくなった場合に、一

時的に介護等を提供する取組その他のケアラーの負担を軽減するために必要な支

援に関すること。 

 ⑷ ケアラーが介護等の方法等に関する理解を深めるために必要な支援に関するこ

と。 

 ⑸ ケアラー同士の交流の場の提供その他のケアラーが互いに支え合う活動の促進

に関すること。 

 ⑹ 学校生活又は社会生活を円滑に営む上での困難を有するケアラーに対する修学

又は就業に関する支援に関すること。 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、ケアラー支援のために必要な事項に関すること。 

 （広報及び啓発） 

第１０条 市は、ケアラーが置かれている状況についての理解及びケアラー支援に関

する知識が深まり社会全体としてケアラー支援が推進されるよう、市民等、事業者 

 及び関係機関に対し、広報活動、啓発活動その他必要な施策を講じるものとする。 

 （体制の整備） 

第１１条 市は、ケアラー支援に関する施策を推進するため、当該施策を総合的かつ

計画的に実施する体制及び市、関係機関、民間支援団体等の相互間の緊密な連携協



 

力体制の整備に努めるものとする。 

 （財政上の措置） 

第１２条 市は、ケアラー支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を

講じるよう努めるものとする。 

 （委任）  

第１３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

さいたま市条例第３０号 

   さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

及びさいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例 

 （さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正） 

第１条 さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第６４号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
 （従業者の員数）  （従業者の員数） 
第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 
２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達

支援事業所において、日常生活を営むのに必要な

機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員（日常

生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員を

いう。以下同じ。）を、日常生活及び社会生活を

営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管 

 理、喀痰
かくたん

吸引その他厚生労働大臣が定める医療行 
 為をいう。以下同じ。）を恒常的に受けることが

不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には

看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看護師

をいう。以下同じ。）を、それぞれ置かなければ

ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合には、看護職員を置かないことができる。 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達

支援事業所において、日常生活を営むのに必要な

機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員（日常

生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員を

いう。以下同じ。）を、日常生活及び社会生活を

営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管 

 理、喀痰
かくたん

吸引その他厚生労働大臣が定める医療行 
 為をいう。以下同じ。）を恒常的に受けることが

不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には

看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看護師

をいう。以下同じ。）を、それぞれ置かなければ

ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合には、看護職員を置かないことができる。 
 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
 ⑶ 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及

び介護福祉士法附則第２７条第１項の登録に係

る事業所である場合に限る。）において、医療

的ケアのうち特定行為（同法附則第１０条第１

項に規定する特定行為をいう。次条及び第７３

条において同じ。）のみを必要とする障害児に

対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はそ

の一環として特定行為業務（同法附則第２７条

第１項に規定する特定行為業務をいう。次条及

 ⑶ 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及

び介護福祉士法附則第２０条第１項の登録に係

る事業所である場合に限る。）において、医療

的ケアのうち特定行為（同法附則第３条第１項

に規定する特定行為をいう。次条及び第７３条

において同じ。）のみを必要とする障害児に対

し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその

一環として特定行為業務（同法附則第２０条第

１項に規定する特定行為業務をいう。次条及び



 

び第７３条において同じ。）を行う場合 第７３条において同じ。）を行う場合 
３～８ ［略］ ３～８ ［略］ 
  
第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 
２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達

支援事業所において、日常生活を営むのに必要な

機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日

常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒

常的に受けることが不可欠である障害児に医療的

ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合には、看護職員を置かないことがで

きる。 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達

支援事業所において、日常生活を営むのに必要な

機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日

常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒

常的に受けることが不可欠である障害児に医療的

ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合には、看護職員を置かないことがで

きる。 
 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
 ⑶ 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及

び介護福祉士法附則第２７条第１項の登録に係

る事業所である場合に限る。）において、医療

的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児

に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又は

その一環として特定行為業務を行う場合 

 ⑶ 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及

び介護福祉士法附則第２０条第１項の登録に係

る事業所である場合に限る。）において、医療

的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児

に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又は

その一環として特定行為業務を行う場合 
３～８ ［略］ ３～８ ［略］ 
  
 （従業者の員数）  （従業者の員数） 
第７３条 ［略］ 第７３条 ［略］ 
２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等

デイサービス事業所において、日常生活を営むの

に必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職

員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的

ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児

に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞ

れ置かなければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する場合には、看護職員を置かない

ことができる。 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等

デイサービス事業所において、日常生活を営むの

に必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職

員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的

ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児

に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞ

れ置かなければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する場合には、看護職員を置かない

ことができる。 
 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
 ⑶ 当該指定放課後等デイサービス事業所（社会

福祉士及び介護福祉士法附則第２７条第１項の

登録に係る事業所である場合に限る。）におい

て、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とす

る障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの

事業又はその一環として特定行為業務を行う場

合 

 ⑶ 当該指定放課後等デイサービス事業所（社会

福祉士及び介護福祉士法附則第２０条第１項の

登録に係る事業所である場合に限る。）におい

て、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とす

る障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの

事業又はその一環として特定行為業務を行う場

合 
３～８ ［略］ ３～８ ［略］ 
  

 （さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第２条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年さ

いたま市条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 



 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （職員）  （職員） 
第８０条 福祉型児童発達支援センター（主として

難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及

び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターを除く。次項において同じ。）

には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調

理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生

活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能

訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓

練を担当する職員をいう。以下同じ。）を、日常

生活及び社会生活を営むために医療的ケア（人工 

 呼吸器による呼吸管理、喀痰
かくたん

吸引その他厚生労働 
 大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。）を恒

常的に受けることが不可欠である障害児に医療的

ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かな

ければならない。ただし、次に掲げる施設及び場

合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置か

ないことができる。 

第８０条 福祉型児童発達支援センター（主として

難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及

び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターを除く。次項において同じ。）

には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調

理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生

活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能

訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓

練を担当する職員をいう。以下同じ。）を、日常

生活及び社会生活を営むために医療的ケア（人工 

 呼吸器による呼吸管理、喀痰
かくたん

吸引その他厚生労働 
 大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。）を恒

常的に受けることが不可欠である障害児に医療的

ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かな

ければならない。ただし、次に掲げる施設及び場

合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置か

ないことができる。 
 ⑴～⑷ ［略］  ⑴～⑷ ［略］ 
 ⑸ 当該福祉型児童発達支援センター（社会福祉

士及び介護福祉士法附則第２７条第１項の登録

に係る事業所である場合に限る。）において、

医療的ケアのうち特定行為（同法附則第１０条

第１項に規定する特定行為をいう。）のみを必

要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が

自らの事業又はその一環として特定行為業務（

同法附則第２７条第１項に規定する特定行為業

務をいう。）を行う場合 看護職員 

 ⑸ 当該福祉型児童発達支援センター（社会福祉

士及び介護福祉士法附則第２０条第１項の登録

に係る事業所である場合に限る。）において、

医療的ケアのうち特定行為（同法附則第３条第

１項に規定する特定行為をいう。）のみを必要

とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自

らの事業又はその一環として特定行為業務（同

法附則第２０条第１項に規定する特定行為業務

をいう。）を行う場合 看護職員 
２～９ ［略］ ２～９ ［略］ 
  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



 

さいたま市条例第３１号 

さいたま市保育所条例の一部を改正する条例 

さいたま市保育所条例（平成１３年さいたま市条例第１７５号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
別表（第２条関係） 

名称 位置 定員 
［略］ 

さいたま市立

針ヶ谷保育園 
さいたま市浦和

区領家７丁目２

番３０号 

［略］ 

［略］ 
さいたま市立

東大成保育園 
さいたま市北区

盆栽町４５３番

地 

［略］ 

［略］ 
さいたま市立

大砂土保育園 
さいたま市北区

土呂町１丁目５

１番地８ 

［略］ 

［略］ 
さいたま市立

岩槻本町保育

園 

さいたま市岩槻

区本町２丁目６

番１９号 

［略］ 

［略］ 
 

別表（第２条関係） 
名称 位置 定員 

［略］ 
さいたま市立

針ヶ谷保育園 
さいたま市浦和

区針ヶ谷１丁目

４番３号 

［略］ 

［略］ 
さいたま市立

東大成保育園 
さいたま市北区

東大成町２丁目

１０３番地 

［略］ 

［略］ 
さいたま市立

大砂土保育園 
さいたま市北区

盆栽町４５３番

地 

［略］ 

［略］ 
さいたま市立

岩槻本町保育

園 

さいたま市岩槻

区本町２丁目５

番５号 

［略］ 

［略］ 
 

  

附 則 

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 別表さいたま市立針ヶ谷保育園の項の改正 令和４年８月８日 

⑵ 別表さいたま市立大砂土保育園の項の改正 令和４年９月２０日 

⑶ 別表さいたま市立東大成保育園の項の改正 令和４年１０月１１日 

⑷ 別表さいたま市立岩槻本町保育園の項の改正 令和４年１１月２１日 



 

さいたま市条例第３２号 

さいたま市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 

さいたま市公衆浴場法施行条例（平成２４年さいたま市条例第７８号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
別表第１（第４条―第７条関係） 

１～３０ ［略］ 

３１ ７歳以上の男女を混浴させないこと。  

３２・３３ ［略］ 
 

別表第１（第４条―第７条関係） 

１～３０ ［略］ 

３１ １０歳以上の男女を混浴させないこと。

３２・３３ ［略］ 
 

  

附 則 

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市条例第３３号 

さいたま市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 さいたま市消防団員等公務災害補償条例（平成１３年さいたま市条例第２８３号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供

し、又は差し押さえることはできない。     

                        

                        

                        

            

２ 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供

し、又は差し押さえることはできない。ただし、 

傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺 

族補償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫 

又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、

この限りでない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


